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─ 新採用職員紹介 ─

⃝�所　属　�産業振興課水産係兼農
林係

⃝氏名

　小
お

　口
ぐち

　恒
こう

　介
すけ

⃝出身地
　長野県南箕輪村
⃝�趣味・特技
　�バイクでのツーリング、カラオ
ケ

⃝�抱　負
　�島での生活になるべく早く馴染
み、業務を覚え、奥尻町の皆様
に貢献ができるような職員を目
指して頑張ります。

⃝�所　属　�教育委員会事務局学校
教育係

⃝氏名

　側
がわ

　瀬
せ

　鈴
すず

　花
か

⃝出身地
　札幌市
⃝�趣味・特技
　�野球観戦
⃝�抱　負
　�島民の皆様に寄り添えるよう
日々精進して参ります。

　�奥尻の魅力を沢山知りたいで
す！

⃝�所　属　�国保病院栄養管理室栄
養管理係管理栄養士

⃝氏名

　髙
たか

　田
だ

　未
み

　来
く

⃝出身地
　栗山町
⃝�趣味・特技
　�料理・旅行
⃝�抱　負
　�奥尻に来て4年目になります。
　�病院での業務経験が少ないので、
少しでも早く仕事を覚えて町民の
皆様に貢献できるように頑張りた
いと思います。これからよろしく
お願い致します。

令和８年５月１日採用の職員を紹介します。

雷・竜巻・急な大雨から身を守る

　晴天だったのに天気が急変して突然の雷雨となり、怖い経験をされた方も多いと思います。この天気の急
変の原因は、「積乱雲」という雲です。
　発達した積乱雲は、「雷」「竜巻」「急な大雨」などの激しい現象を引き起こすことがあります。
　外出する際は、事前にテレビ、ラジオ、インターネット等で天気予報
と雷注意報を確認しましょう。もし、「雷を伴う」「大気の状態が不安定」
「竜巻などの激しい突風」などの言葉が使われていたら、天気の急変に備
えましょう。

渡島・檜山地方の
防災情報

▲

を開催します!

北部地区・南部地区でそれぞれ月に1回開催しています。
みんなで集まり、楽しくこころもカラダも元気にしていきましょう。

お元気サロンお元気サロンお元気サロンお元気サロンお元気サロン介護予防教室

問い合わせ先　くらし安心課包括支援係　2-3408

会　　　場 開　催　日 時　　　間
保健福祉センター ６月９日（火） 13：30～ 15：00

青苗支所 ６月１７日（水） 13：30～ 15：00

『体操』　　　　と 『手芸制作』を行います！
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インスタグラムで奥尻消防署の活動を配信中！
ぜひフォローしてください！！ HIYAMA.OKUSHIRIFD

　世界中で発生する山火事の約9割が、実は『人災』だという事実をご存知でしょうか。自然の猛威に見え
るその炎の裏側には、常に私たちの油断が潜んでいます。
　日本でも４月に岩手県や新潟県、福島県等でも山火事が発生しています。
　奥尻町でも山火事などが発生しないよう火の不始末や気象条件等に気をつけましょう。

〇原　因　　　　　　　　●注意のポイント
〇焚き火・野焼き　　　　●風の強い日や乾燥注意報が出ている時は絶対に避ける
〇タバコのポイ捨て　　　●車窓からの投げ捨ては厳禁。山の中では携帯灰皿の使用を。
〇火遊び　　　　　　　　●子どもだけで火を扱わせない。ライター等の管理を徹底。
〇キャンプ・ＢＢＱ　　　●指定された場所以外での火気使用は行わない。

・乾燥した空気：空気の乾燥が続き、落ち葉や枯れ草が火薬のような状態。
・強　 い 　風：強風は、小さな火種をあっという間に広大な範囲へ広げます。
・人  の  活  動：レジャー客の増加など、火を扱う機会が増える時期です。

〇枯れ草のある場所では火を焚かない　　　　〇火のそばを離れるときは、完全に消火する
〇強風時、乾燥時は焚き火をしない　　　　　〇タバコの吸い殻は投げ捨てず、必ず持ち帰る

「煙が上がっている」「火の手が見える」という場合は、迷わず119番通報をお願いします。
☆通報時のポイント☆
場　　所： 近くの目標物（鉄塔、看板、道路名など）を伝える。
状　　況： 何が燃えているか、どのくらいの規模かを伝える。
身の安全： 無理に消火しようとせず、まずは安全な場所へ避難してください。

１．火災の主な原因

２．危険な条件

３．私たちが守るポイント

４．もしも火災を見つけたら

一次試験：ＷＥＢ試験実施
　※日程等については、申込を受けてから直接連絡します
二次試験：面接試験・体力検査
申込期間：令和８年４月27日（月）から令和９年３月31日（水）
　※応募状況等によって、期間内に受付を停止・終了する場合があります
試験場所：奥尻町（奥尻消防署ほか）
職種・募集人数：３名（一般消防士・救急救命士）
資格要件・応募方法
　詳細につきましては、檜山広域行政組合公式ホームページをご確認下さい。

問　檜山広域行政組合消防本部（☎️０１３９-５２-３０２６）

※右記二次元コードからアクセスできます。

大切な自然を火災から守ろう大切な自然を火災から守ろう
奥尻消防署通信奥尻消防署通信奥尻消防署通信奥尻消防署通信

檜山広域行政組合消防職員採用試験のお知らせ（奥尻消防署独自採用）
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児 童 の 年 齢 児童手当の額（一人当たり月額）
３ 歳 未 満 １５, ０００円（第３子以降は３０, ０００円）
３歳以上～高校生年代まで １０, ０００円（第３子以降は３０, ０００円）

※� 「第３子以降」とは、22歳の誕生日後の最初の３月31日までの養育している児童のうち、３番目以降をいいます。

３．現況届について
　�　現況届は、引続き児童手当を受給できるかを確認するために提出が必要です。令和４年より提出が不要にな

りましたが、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。
　（現況届の提出が必要な方）
　・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方
　・支給要件児童の戸籍がない方
　・離婚協議中で配偶者と別居されている方
　・その他、市区町村から提出の案内があった方
　　この届出を提出されないと、６月分以降の児童手当が受けられなくなる場合があります。

奥尻町役場住民課国保年金係　☎2－3404児童手当に関するお問い合わせ

１．支給対象
　　0歳から高校生年代まで（18歳の誕生日後の最初の３月31日まで）の児童を養育している方

４．支給時期
　�　原則として、毎年４月、６月、８月、10月、12月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
　　（例）６月の支給日には、４月・５月分の手当を支給します。

２．支 給 額

児 童 手 当 に つ い て

広
　
告

賽の河原奉賛会
お問い合わせ先 担当 井口 090-1552-9589

賽の河原法要行事のご案内 令和８年６月22日（月）～６月23日（火）
法要行事 ６月22日（月）

17:40～ 迎火
18:00～ 読経
18:30～ 説教和讃
19:00～ 灯篭流し
19:30　 終了
※灯篭・施餓鬼の受付時間
11:00～17:30　灯篭代　1,000円

６月23日（火）
10:15～ 馬頭観音
10:30～ 正当お勤め
11:10～ 施食会
12:00～ 送り火
12:30　 終了

問い合わせ先　財務課財政係　２-３４０３

　奥尻町では、１０月１７、１８日に町民の皆さんと一緒に、町の各事業を見直し、よりよい方向に進めるための「お
くしり町事業向上会議」を開催します。
　この会議は、町が行っているさまざまな事業について、現在の状況や課題を町民の皆さんと共有し、「これからの
奥尻町に本当に必要な事業とは何か」を一緒に考えていく取り組みです。
　今回は、その事業テーマの一つとして「公営住宅等長寿命化事業」を紹介します。

　奥尻町には現在、42棟207戸の町営住宅があります。
　町営住宅は、住まいに困る方々の生活を支える大切な施設ですが、老朽化が進み、修繕や維持管理費も増加してい
ます。
　また、人口減少や高齢化が進む中で、「どの住宅を維持していくのか」　「安心して住み続けられる環境をどう守る
のか」など、多くの課題があります。
　皆さんは、これからの町営住宅のあり方について、どのように感じますか？

事業テーマ 公営住宅等長寿命化事業

おくしり町 事業向上会議　～おくしりの未来をデザインする～
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不正改造は犯罪です！不正改造は犯罪です！
～「知らなかった」では済まされません。～～「知らなかった」では済まされません。～

　自動車は、生活に欠かせない移動手段となっていますが、
一方で、
①タイヤ、ホイールの車体（フエンダー）外へのはみ出し
②�灯火の色が不適切な灯火器及び点滅する禁止灯火の取
り付け

③マフラーの切断・取外し又は基準不適合マフラーの装着
等の不正改造を施された自動車が存在し、国民生活の安
全・安心を脅かしていることが問題となっております。
　これら不正改造については、改造を実施すること、改造
された自動車を走行させることの両方が法律により禁じら

れており、これに違反すると整備命令や罰金等の対象とな
ります。
　国土交通省では、これら不正改造を排除し、車両の安全
確保及び環境保全を図るため、関係省庁、自動車関係団
体等と協力して、「不正改造車を排除する運動」を全国的
に展開しておりますので、不正改造についての認識を深め
ていただき、不正改造は絶対に行わないようにしましょう。
　詳しい情報はこちらから「https://www.tenken-seibi.com」

不正改造車・迷惑黒煙車を確認したら
下記まで情報をお寄せください
国土交通省北海道運輸局函館運輸支局
℡０１３８－４９－８８６４

新刊図書案内 海洋研修センター図書室からのお知らせ

一般図書

•いつも幸せはそばにある/たぐち　ひさと
•マンガでわかる大人のADHDコントロールガイド/福西　勇夫、福西　朱美
•365日キャンプ飯/ベランダ飯
•パチンコの歴史/溝上　憲文
•5さいからはじめるしょうぎ/杉本　昌隆
•死にゆく人の心に寄りそう　医療と宗教の間のケア/玉置　妙憂
•日本賭博史/紀田　順一郎
•コーヒーと日本人の文化誌　世界最高のコーヒーが生まれる場所/メリー・ホワイト

•＃嘘つきな私を終わりする日/此見　えこ
•てのひらをぎゅっと/逢優
•ホームランを打ったことのない君に/長谷川　集平
•さがして まよって だいぼうけん！ウォーリーをさがせ！めいろのたび
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/マーティン　ハンドフォード

児 童 書 図書室の蔵書検索は
こちらからどうぞ！

https://www.lib-finder.net/okushiri/

江差港フェリー利用者駐車場の利用制限について（お知らせ）

件に係るお問い合わせ先　役場　地域政策課　電話　０１３９７－２－３４０２番

　このたび、江差町より、オクシリアイランドフェリーをご利用の際に町民の方々が自家用車の駐車場として使用
している江差港港湾用地について、利用制限の通知がありましたので、現在の対応状況及び今後の見通しにつ
いて次のとおりお知らせします。

（１）制限理由
　�　江差港港湾用地において、近隣で進められている風力発電事業の資材置き場として当該用地が使用される
ため。

（２）使用禁止時期
　�　令和９年１月末日をもって全面使用禁止となります。
（３）影響範囲
　�　島外へ渡航される町民の皆様が自家用車の駐車スペースとして活用されている用地が対象となります。

　町では、江差町及び関係機関と代替地の確保に向けた協議を進めております。
　代替地が確保された場合には、改めて周知を行いますが、江差町内の状況から現行の駐車場用地の台数の確
保は困難と見込まれますので、あらかじめご了承願います。

１．利用制限の概要

２．代替地の確保状況
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春季講習受講生募集！まなびっくまなびっく

講習会受講者の募集

【陸】技能講習（※洋上風力関連業務講習会）安全衛生教育・特別教育・介護研修
講座・事業名 開催期日及び期間 定員 受講料 締切日

熱中症予防管理者 6/23（火） ２０   3,000円 6/16（火）

【空】技能検定（国家資格に向けた必須ステップ講習）

ドローン基礎技能 6/24(水)～26日(金) ６ 90,000円 6/10（水）

各講習の詳細は「まなびっく」ホームページでご確認下さい。

■ お申込み・お問い合わせ

檜山地域人材開発センター運営協会“まなびっく”　〒043-0061江差町字南が丘7-172

電話：0139-52-0160（平日 8:30 ～ 17:00）／ URL：https://hiyama-manabikku.or.jp 

電話またはホームページから事前予約をお願いします。ネット環境がない方には、詳細資料をFAXまたは郵
送いたします。

～陸・海・空のスキルアップは“まなびっく”で～
洋上風力発電の「促進区域」指定という新たな展開から、日々この地域を支え続ける
農林水産業まで、檜山のあらゆる現場で、新しい力が求められています。

建災防江差分会では、有資格者の充足を図るため、次のとおり講習会を開催致します。

▲　日時／６月１６日（月）～１８日（水）　８：３０～１８：００頃
▲　学科会場／檜山建設会館（檜山郡江差町字円山２９９－１５）
▲　実技会場／㈱若狭組　機材センター（檜山郡上ノ国町字大留１３４－１０）
▲　受講料／３４，７６０円
▲　申込期間／５月２６日（月）～６月９日（月）　【定員２０名】

▲　日時／６月２４日（火）～２５日（水）　８：３０～１８：４５頃
▲　学科会場／檜山建設会館（檜山郡江差町字円山２９９－１５）
▲　実技会場／亀田工業㈱　作業ヤード（檜山郡江差町字桧岱２１７－３）
▲　受講料／３９，３８０円
▲　申込期間／６月３日（火）～６月１７日（火）　【定員２０名】

◎玉掛け技能講習

◎高所作業車運転技能講習

①受講料はすべて税込となっております。
②受講申込者が少数の場合、講習を中止する場合がございますので予めご了承ください。
③期日前の受付はお受けできませんので予めご了承ください。
④問合わせ・申込みは、同分会(檜山建設協会内℡０１３９－５２－１８１３)まで
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「STOP熱中症！クールワークキャンペーン」を実施

―職場における熱中症防止対策のためのガイドラインの策定―

　職場での熱中症予防対策を進めていただくため、５月から９月までを期間とする「STOP熱中症！クールワークキャ
ンペーン」を実施します。取組に当たっては、本年３月、新たに定められた「職場における熱中症防止対策のた
めのガイドライン」に基づき、①湿球黒球温度の値（WBGT値）の把握、②早期発見のための体制整備、③重
篤化を防止するための措置の実施手順の作成、④関係作業者への周知、⑤糖尿病・高血圧症など熱中症の発症
に影響を及ぼす恐れのある疾病者に対する医師等の意見及び配慮など、熱中症予防対策の徹底を呼びかけており
ます。
　詳しくは熱中症に関するポータルサイトをご覧ください。

厚生労働省　北海道労働局　労働基準監督署（支署）

北海道苦情審査委員制度のご案内

窓口

◆�「北海道苦情審査委員」制度とは、道の機関が行った業務に関する苦情を、皆さんに代わって、
苦情審査委員が公平で中立な立場から審査する制度です。

◆皆さん自身の利害に関する苦情であれば苦情審査委員に申立てができます。
◆審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題があるときは、道の機関に是正や改善を求めます。
◆個人情報の保護にも十分配慮します。
◆申立書は窓口へ持参するほか、郵送、ファックス、メールでも受け付けています。
※電話や匿名での申立ては受け付けておりません。

○総合政策部知事室道政相談センター
　〒０６０－８５８８　札幌市中央区北３条西６丁目　ＴＥＬ ０１１－２０４－５５２３（直通） 
　※制度のご案内のみ（電話での申立てはできません）
　ＦＡＸ ０１１－２４１－８１８１
　メール　kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp
○各総合振興局（振興局）総務課

https://neccyusho.mhlw.go.jp/

申立て方法や申立書様式、リーフレット等

検索苦情の申立て方法　北海道


